
敷地内では無許可での
撮影・録音はご遠慮ください

No Photography , No Recording

当センターでは、患者さんや職員のプライバシーおよび個人情報を保護する目的で、
許可なく敷地内・建物内で写真や動画の撮影・録音することを禁止しています。なお、
撮影した写真や動画、音声等をSNS等に許可なく投稿することも禁止しております。
撮影や録音を希望される方は、撮影や録音を行う場所の病院職員へ声をおかけくださ
い。また、不審な方を見かけましたら当センターの職員までお知らせください。

※職員が、診療目的・業務上の理由による撮影・録音を行うことがありますのでご了承ください。

地方独立行政法人市立東大阪医療センター 院長

撮影や録音等が
許可される事例

・医療についての説明時（病状・診療内容など）
・患者さんご自身やご家族等による記念撮影時（出生・退院など）
・取材等、事前に申請のある場合

カメラ撮影 ビデオ撮影 スマホ撮影 録音


